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2026年度
Webからの学童クラブ登録申請

について



学童クラブ登録申請について（はじめに）

2023年度より、web上から学童クラブの登録申請を進めていただくことと
なりました。申請から内定通知までの連絡は、基本メールで行います。
まずは、下記の準備を行ってください。

○ メールアドレスが必要となります。
Gmailやyahooメール等のフリーメールを推奨しております。
キャリアメール（ドコモやソフトバンクのメール）を使用される場合は、
@customer.co.jpからのメールが届くように設定をお願いします。

準備していただくこと



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

ホームページ「京都市の児童館」の中に表示されるリンク「学童クラブ登録
申請について」から申請サイトに進むことができます。

京都市情報館または
下記QRコードからも
申請サイトに進むこと

ができます。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

「学童クラブ登録申請サイトについて」のページ下部にある注意事項を
確認のうえ、修徳児童館のある「下京区」を選択してください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

続いて、下京区の児童館一覧が出てきますので、
そちらから「修徳児童館に登録申請」をクリックしてください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

下記のページへと移動しますので、こちらにメールアドレスを入力して
メール登録を行ってください。

①メールアドレスを入力し、
「送信」をクリックすると、
入力したメールアドレスに
返信が届きます。（ ）

②ログインページから、メー
ルアドレス、届いたパスワー
ドを使ってログインします。

（ ）



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

下記のページへと移動しますので、「2026年度利用申請登録」を
クリックして先へ進んでください。

2026年４月1日からの利用は

「2026年度利用申請登録」です。

お間違いないようご確認ください。
※左画面は昨年度版です。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

学童クラブの登録申請サイトへの規約の画面となりますので、内容に承諾
いただいたら、同意するをクリックして次のページへ進んでください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

下記のように画面が出てきますので、初めて利用する方は「新規申請」を、
引き続き利用になる方は「継続申請」をクリックします。

写真は2025年のものです。
2026年になると
「2026年度」に変更されます

※きょうだい児が
新規で入る場合は、
「継続申請」を選択。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

「申請登録状況」の画面に移りますので、順番に学童クラブの登録申請に
必要な情報を入力していただきます。

入力途中でやめても、また続きから
入力することができます。
画面を閉じて再度入力する場合は、
申請手続の案内メールから再度ID、
パスワードを入力し、進めていただく
ことで何度でも再開できます。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

下記の①～③までを順番にクリックしながら進み、「申請する」をクリックする
ことで施設へ申請内容を送信することとなります。
※ ①から順番に進まないと次の項目へ進むことができません。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

①「就労証明書の準備等」については、必要とする書式をダウンロードして、
最後に「内容を確認しました」をクリックすると次の項目へ進むことができます。

申請に必要な書式を
ダウンロードしていた
だけます。

こちらをクリックする
と次の項目へと進むこ
とができます。

就労証明書は、就労さ
れている同居家族分
必要となります。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

②「学童クラブ事業利用申請登録」については、申請者や利用希望児童、
家族の状況等についての情報を入力すること、就労証明書を添付すること
を行います。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

画面スクロールすることで、それぞれの項目を入力する画面になりますので、
「編集する」をクリックして、それぞれの入力を進めてください。

入力が終了したら、「戻る」をクリック
して、③に進みます。

【就労証明書について】
・作成が遅くなりそうな場合は、「施設
へ手渡し」を選択し、面談時に持参く
ださい。

・データでの添付のみ原本持参は不要で
すが、写真での添付の場合は面談時に
原本を持参ください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

申請者情報については、必須項目を必ず入力していただくこと、
申請の理由がその他の場合は、申請理由詳細に記述していただく
ことが必要になります。

入力を終えたら、保存す
るを押して、入力情報を
保存してください。

申請の理由について、
「その他」（就労以外）を選択
した場合は、「申請理由詳細」
を記入ください。
※「保護者就労のため」を選択
した場合は、詳細の入力は不要
です。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

利用を希望する児童については、アレルギーや特記事項など、利用希望の
児童について施設に伝える必要があることを忘れずに記載してください。

2人目の利用希望の児童の入力は、
こちらの「児童を追加する」を
クリックして入力を進めてくだ
さい。

その他、特記事項がある場合は、
なるべく詳細に記載ください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

同居家族についての記載は申請者本人も含めて、同一住居でお住いの
人を全員記載してください。
例）兄、祖母、従妹（学童クラブに登録希望の児童は除く）

同居家族を追加する場合はこちら
をクリック。

日中に児童の保育を行えないことが
分かる書類（就労証明書、診断書
等）は、同居家族の人数分必要です。
※家族が学生の場合及び高齢の場合
を除きます。
Webに添付できない書類は、面談時
に持参ください。

入力が終了したら、戻るをクリッ
クして、③に進みます。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

③「減免申請の有無」については、
各家庭で該当する項目をチェックしてください。

「申請しない」もしくは「申請する（きょうだい児利用のみ）」に
ついては、チェックするだけとなります。
※きょうだいで利用する場合は、必ず「同時利用のきょうだい児に
係る減免」を選択してください。

「減免区分①～④」については、減免申請書と挙証資料が必要です。
減免申請書をご家庭にてダウンロード、記入のうえ、面談時に
持参ください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

入力などがすべて終わりましたら、「申請する」をクリックすると、
修徳児童館にデータが送信され、申請受付メールが届きます。

ここをクリック

「申請する」が押せない場合は、入力できていない箇所、
または選択されていない箇所があります。
入力漏れがないか、再度ご確認をお願いします。

受付メールは自動返信です。受理ではありませんので、
ご注意ください。
また、修正が必要な個所がある場合は、修正依頼のメール
をお送りしますので、修正箇所をご確認のうえ、再度申請
ください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

特記事項に面談希望と書いていただいた場合は、面談日の案内が届きま
す。希望の面談日時をクリックして、その日時に施設にお越しください。

記載のURLにアクセスすると、
右記の面談日を選択する画面に
移りますので、御希望の日時を
クリックしてください。

※一度選択した面談日の変更を希望
される場合は、修徳児童館まで直接
お電話ください。



Web上からの学童クラブ登録申請の手順について

申請、面談、書類の最終確認が終了したら、内定となります。
2月下旬頃に内定通知のメールを送信しますので、ご確認ください。

※必要書類がそろっていない場合は、内定になりません。
 内定していない方は4月1日からの利用ができませんので、
 必要書類等の提出はお早めにお願いします。

※決定書については、４月１日以降にお渡しします。
 利用する曜日、時間帯、利用料金の詳細は決定書に記載しています。



登録申請完了後の保護者説明会の開催について

内定通知とともにお知らせしますが、修徳児童館では新１年生および
新規登録児童保護者説明会を予定しております。
※新規登録の方向けに、入会後の生活等の説明を行うものです。

あらかじめ日程をお知らせいたしますので、ご予定をお願いします。

※別日の説明会は設けませんので、ご都合の調整をお願いします。

新１年生・新規登録児童保護者説明会（予定）

日時：２０２６年３月７日(土) １3：3０～１5：0０
場所：せんだんホール（下京図書館のある建物４階）
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